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 ４月２日、貴院は、日本原燃の六ヶ所再処理工場における５つもの保安規定違反を公表しまし

た。今回の保安規定違反の内容は、極めて厳重に取り扱う必要のある高レベル廃液の管理が、極

めて杜撰な形で行われていたことを、より一層明らかにするものでした。 

保安規定で定められている保修作業実施計画書を作成しないまま、「安全上重要な施設の安全機

能に係る保修作業」である高レベル廃液供給配管取り外し作業が行われていたこと、その結果と

して約１４９リットルもの高レベル廃液大量漏洩事故を招いたこと、明確な違反でありながら、

保安検査が終了する時点まで違反行為の正当性を主張し続けたこと、そして、高レベル廃液漏洩

事故を２回も起こした直後であるにもかかわらず、その後の洗浄作業についても保修作業実施計

画書を作成せずに行ったこと、その結果、高レベル廃液を含む洗浄水を漏洩させたこと、さらに

は、現場担当者のみならず、再処理事業所のほとんどの幹部が関与して、これらの違反行為が行

われていたこと等は、日本原燃の組織体質がいかに腐りきったものなのかを余すところなく示し

ています。 

さらに、洗浄水の漏洩により、セル外の人が立ち入る領域にも放射線が漏れ、日本原燃による

と管理目標値である５００μＳｖ/ｈに対し最大で約７２０μＳｖ/ｈもの放射線が観測されてい

ます。漏洩した洗浄水を取り除くことはできず、高線量状態は今でも続いていると思われます。

また、事故で漏洩した高レベル廃液のうち、回収されていない約１３１リットル分の放射性物質

（明らかにされている３核種だけで約３００兆ベクレル）の所在が未だに明らかにされていない

という深刻極まりない状態にあります。 

そればかりか、日本原燃は、４月１０日付「追加報告」にて、保安規定違反への対応について

一言もふれることなく、洗浄作業再開のための工事等を行う方針を明らかにしました。その中に

は、洗浄水の漏洩により高線量で汚染された領域に作業員を立ち入らせての作業も含まれていま

す。 

貴院は、２００４年３月に、日本原燃の「品質保証体制点検結果報告書」を了承し、日本原燃

の組織的欠陥は克服されたものとしました。しかし、その後も組織的欠陥に起因する事故が頻発

し、遂には保安規定違反により高レベル廃液漏洩事故を起こすまでに至ったのです。日本原燃に

はもはや組織的欠陥を克服する余地はないと考えます。 

貴院は、日本原燃に、組織的要因を含めた原因究明と再発防止策を策定の上、４月３０日まで

に報告書を提出することを求めましたが、事業の停止を命じてはいません。しかし、今回の違反

の重大性を鑑みれば、最も厳しい措置をとってしかるべきであり、原子炉等規制法第４６条の７

の２に基づいて、原燃への再処理の事業指定を取り消すべきであると考えます。また、現在、貴

院は、ガラス溶融炉への保守治具入口シャッタ設置の申請について認可手続きを行っている最中

ですが、これの認可を行わないことは当然のことであり、さらに、既に認可した模擬廃液供給設

備の設置や洗浄作業再開のための工事を含め、アクティブ試験再開のためのあらゆる作業を直ち

に止めさせるべきです。 

 



要 望 事 項 
 

１．５つも極めて重大な保安規定違反が認められた以上、原子炉等規制法に基づき、日本原燃に

対する再処理の事業指定を取り消すこと 

２．ガラス溶融炉への保守治具入口シャッタ設置の申請を認可しないこと。洗浄作業再開のため

の工事を含めガラス固化建屋におけるすべての作業を中止させること。日本原燃に対して再処

理の事業を停止することを直ちに命じること 

３．日本原燃の組織的欠陥を容認し、試験を進めさせてきた原子力安全・保安院、核燃料サイク

ル安全小委員会、及び同六ヶ所再処理施設総点検に関する検討会の責任を明らかにすること 

４．高レベル廃液漏洩事故で漏洩して行方不明になっている放射性物質の所在を全て明らかにす

ること 
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じゅ東京／ふぇみん婦人民主クラブ／核燃止めよう浪岡会／青森県保険医協会／花とハーブの里

／再処理工場について勉強する農業者の会／PEACE LAND／プルサーマルと佐賀県の１００年を考

える会／ＮＯ！プルサーマル佐賀ん会／「もっと知ろうプルサーマル」県民の会・ＳＡＧＡ／み

やぎ脱原発・風の会／三陸・宮城の海を放射能から守る仙台の会（わかめの会）／ＮＰＯ地球と

ともに／ウラン残土市民会議／三陸の海を放射能から守る岩手の会／反核ケセン人／原発いらな

い！ちば／核燃やめておいしいごはん／太陽光・風力発電トラスト／ストップ再処理工場・意見

広告の会／東京電力と共に脱原発をめざす会／原発を考える品川の女たち／みどりと反プルサー

マル新潟県連絡会／グリーン・アクション／原発なしで暮らしたい・長崎の会／自然の灯をとも

し原発を葬る会かごしま／九州住民ネットワーク／球磨川からすべてのダムを無くして鮎の大群

を呼び戻す会／核のごみキャンペーン・中部／星空を守る会／浜岡原発を考える静岡ネットワー

ク／脱原発ネットワーク・九州／九電消費者株主の会／北九州から脱原発社会を考える会／たん

ぽぽとりで／ＳＴＯＰ！劣化ウラン弾キャンペーン／島根原発増設反対運動／大地に麦を実らす

会／原発・核燃とめようかい／美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会／放射能のゴミはいら

ない！市民ネット・岐阜／くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク／平和・人権・環境

を守る岐阜県市民の声／たんぽぽ舎／原水爆禁止調布市民会議／ノーニュークス・アジアフォー

ラム・ジャパン／原発はごめんだヒロシマ市民の会／プルトニウム・アクション・ヒロシマ／Ｙ

ＥＳ ＷＥ ＣＡＮ！ ＣＨＡＮＧＥ再処理！／脱原発全国会／とめよう原発せたがやネットワー

ク／チェルノブイリ子ども基金／「核分裂過程」の上映を実現させる会／脱原発福島ネットワー

ク／原発震災を案じる石川県民／自然エネルギー事業協同組合レクスタ／ソーラーネット 
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